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第
３
次
行
政
改
革
大
綱
を
策
定

５
年
間
を
計
画
年
度
と
し
た
6
7
項
目
の
実
施
計
画
も

　
市
で
は
、
こ
の
た
び
、
宇
治
市
行
政
改
革
審
議

会
（
委
員
長
＝
寵
谷
員
智
子
龍
谷
大
学
教
授
）
か
ら

の
答
申
に
基
づ
い
て
第
三
次
行
政
改
革
大
綱
と
六

十
七
項
目
か
ら
な
る
実
施
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。

今
後
こ
の
大
綱
に
基
づ
き
行
政
改
革
に
取
り
組
ん

で
い
き
ま
す
。

　
市
で
は
昭
和
五
十
六
年
か
ら

の
職
員
給
与
の
是
正
を
始
め
と

し
て
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
に

は
第
一
次
行
政
改
革
大
綱
、
平

成
五
年
三
月
に
は
第
二
次
行
政

改
革
大
綱
を
策
定
し
、
今
日
ま

で
行
政
改
革
に
取
り
組
ん
で
き

ま
し
た
。

　
し
か
し
、
長
期
の
景
気
低
迷

に
よ
る
財
政
の
悪
化
、
本
格
的

な
高
齢
少
子
社
会
の
到
来
、
高

度
情
報
通
信
化
・
国
際
化
の
進

展
、
環
境
問
題
の
深
刻
化
な
ど
、

社
会
情
勢
は
日
々
変
化
し
、
市

最少の経費で

最大の効果を
　
宇
治
市
で
は
こ
れ
ま
で
第
一

次
、
第
二
次
の
行
政
改
革
に
取

り
組
み
、
大
き
な
成
果
を
収
め

て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
行
財

政
環
境
は
ま
す
ま
す
厳
し
さ
を

増
し
、
一
方
で
は
多
様
化
す
る

市
民
ニ
ー
ズ
の
高
ま
り
や
地
方

　
　
”
’
‘
”
゛
”
に
．

久
保
田
　
勇
市
長

分
権
と
い
う
時
代
の
大
き
な
変

革
の
中
で
、
行
政
の
責
任
は
計

り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
り
、
今

ま
さ
に
自
治
体
の
真
価
が
問
わ

れ
る
時
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　
行
政
改
革
の
目
的
は
「
最
少

の
経
費
で
最
大
の
効
果
を
上
げ

る
」
こ
と
に
あ
り
、
行
政
と
民

間
の
役
割
分
担
や
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
公
平
性
と
受
益
者
負
担
な

ど
、
様
々
な
角
度
か
ら
、
あ
る

べ
き
行
政
の
姿
を
目
指
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
そ
の
前
提
と
し
て
、
行
政
内

部
で
の
自
己
改
革
が
必
要
で
あ

民
の
行
政
に
対
す
る
要
望
も
増

大
、
高
度
・
多
様
化
し
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
地
方
分
権
と
い
う

時
代
情
勢
の
大
き
な
変
化
の
も

と
で
、
単
に
効
率
化
に
よ
る
経

費
の
節
減
合
理
化
と
い
う
だ
け

で
は
な
く
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の

あ
り
方
を
含
め
た
幅
広
い
視
点

か
ら
行
財
政
全
般
を
見
直
す
こ

と
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
中
、
宇
治
市
の
歴

史
と
文
化
を
生
か
し
、
豊
か
な

個
性
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め

る
た
め
に
は
、
新
し
い
時
代
に

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
務
事
業
の

見
直
し
を
行
い
、
創
意
工
夫
を

こ
ら
し
て
、
よ
り
効
果
的
・
効

率
的
な
行
政
執
行
を
図
り
、
市

民
サ
ー
・
ビ
ス
の
向
上
に
つ
な
げ

て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
今
回
、

第
三
次
行
政
改
革
大
綱
と
実
施

計
画
を
策
定
し
、
五
年
間
の
実

施
計
画
期
間
を
定
め
ま
し
た
。

実
施
に
あ
た
っ
て
は
全
庁
一
体

と
な
っ
て
積
極
的
に
取
り
組
ん

で
ま
い
り
ま
す
の
で
、
市
民
の

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

対
応
し
た
行
財
政
シ
ス
テ
ム
を

構
築
し
、
時
代
の
要
請
と
市
民

の
期
待
に
応
え
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
認
識
の

も
と
で
、
こ
の
大
綱
は
策
定
さ

れ
ま
し
た
。

　
四
つ
の
基
本
視
点

　
今
後
、
「
行
政
の
簡
素
・
効

率
化
」
「
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向

上
、
市
民
の
信
頼
と
期
待
に
応

え
る
行
政
」
「
地
方
分
権
を
見

据
え
た
行
財
政
基
盤
の
形
成
と

人
材
育
成
」
「
健
全
財
政
の
堅

第3次行政改革大綱実施計画(次ページに続く)
事務事業の見直し

持
」
と
い
う
四
つ
の
視
点
を
基

本
と
し
て
、
今
回
定
め
た
実
施

計
画
に
基
づ
い
て
積
極
的
に
行

政
改
革
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま

す
。

交通死亡事故多発！！

◆

:、京都府内で交通事故か相次

1在で73人が亡くなっています。

）幹線道路における事故、脇見

1し過ぎなどによる事故、飲酒

涛どが目立ちます。

　地域で犠牲者を絶対に出さな

りこ「事故を起こさない」（事

　など声を掛け合って十分気を

I (s内線2259）。

・弓才'う:≫j゛ま'ぷ^ /ノフ^二，μ≡£し/

実施計画年度

Na 実施項　目 取　り　組み　内　容　・　説明 10 11 12 13 14
川行財政運営の効率化

１
補助金・交付金等

の見直し

補助金・交付金等の目的や効果等についての全体
的な見直しを行い、所期の目的を達したもの、あ

るいは効果の低いもの等の改廃を行う。

基準
策定

順次
実施

⇒ ■=;〉 弓〉

２
使用料・手数料等

の見直し

使用料・手数料等については、応益と負担の公平

性の観点から、他団体等との均衡に留意し、適宜

見直しを図り、適切な料金設定を行う。、
継続
実施

弓〉 ⇒ ⇒ 弓〉

３
公共工事のコスト

縮減

限られた財源を有効に活用し、より効率的な公共

事業の執行を図るため公共工事コスト縮減対策計

画を策定し、施策の実施を推進する。
策定
実施

⇒ ⇒ c=;〉ゆ

(2)事務事業の簡素・合理化

１

小中学校の適正規

模の確保と統廃合

の検討

児童・生徒数の推計に基づき、小中学校の適正規

模のあり方の調査研究や通学区域見直しを行うと

ともに、統廃合について検討を行う。
検討 検討 検討

２
学校給食調理方式

の見直し

小学校における「親子方式」による共同調理場方
式を試行実施し、その総括を踏まえ、全市的な見

直しを行う。
方策
決定

条件
整備

試行 試行 総括

３
学校空き教室の有
効活用

学校教育の多様化に対応するため、あるいは地域

活動の場として、空き教室の活用検討を行い、必

要に応じて有効な活用を図る。
継続
実施

⇒ ⇒ ■=;〉４

４
保育所の公設民営

化等の検討

　「児童育成計画」の策定を通じて公設民営化の検

討を行うとともに多様なニーズに対応した柔軟な

保育所運営を行う。

策定 策定 方針
決定

５
公用車運行事業の

見直し

各課配置公用車の集中管理又は外部委託化を検討

し、また保有車両の見直しを図り、複数車担当制

の推進と人員体制の見直しを行う'。
検討

順次
実施

⇒ 弓〉・ 弓〉

６
各種申請書等の押

印簡略化

市民の利便性の向上を図るため、各種申請書等に

ついて可能なものについては押印を廃止する。
検討
実施

⇒ ⇒ ■=:〉 弓〉

７ 公印押印の簡略化
公印押印の省略可能なものを基準化し、事務の簡

略化を図る。
検討
実施

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

８
市役所連絡所の廃

止

行政サービスコーナーの地域的整備と郵便局にお

ける手続きの開始により、連絡所を廃止する。実施

９ 公文書のA判化 公文書のＡ判化統一への取り組みを行う。敏実夜 ■=〉 ⇒ ⇒ ゆ

10
庁内事務文書の簡

素・合理化

庁内の事務文書は可能な限り簡素・合理化を図り、

ペーパーレス化への取mみを行う。
順次
実施

⇒ ■; ⇒ ４

こ
の
宇
治
市
政
だ
よ
り
は
、
古
紙
配
合
率
1
0
0
％
の
再
生
紙
を
使
っ
て
い
ま
す
Ｉ
限
り

あ
る
資
源
を
大
切
に
◆

909

実 施 計 画 は 左 表 と 次 ペ ー ジ の 表 で 掲 載 し て い ま す
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１
事務事業の見直し（続き）

実施計画年度

Na 実施項　目 取　り　組　み　内　容　・　説明10 11 12 13 14
蒔外部委託化の推進と事務移矩

１ 清掃事業の見直し

現行の人員による収集体制を維持し、新規業務や

業務量の増大等により現体制で対応困難なものに

ついては収集体制を見直す中で外部委託化を図る。

順次
実施

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

２
機動修理班事業の

見直し

機動修理班の現行の班編成及び人員体制の見直し

を行い、業務の外部委託化を図る。
方針
決定

順次
実施

c=;〉 ⇒ ⇒

３
議会の委員会記録

業務の外部委託化

事務の簡素化と市民等への情報提供サービスの充
実を図るため、議会事務局における委員会記録作

成業務を外部委託する。
実施 ⇒ ⇒ ⇒ 弓〉

４
設計図書作成事務

の外部委託化

事務の簡素・合理化を図るため、各種工事関係業

務に係る設計図書作成事務については可能な限り
外部委託化を図る。

継続
実施

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

５

東宇治浄化センタ

ー業務の外部委託

化の拡大

現行の委託業務に加え、設備の増設に伴い新規の
業務については、順次、業務委託を拡大する。

順次
実施

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

６
スポーツ教室の委
託補助事業化

市教委主催のスポーツ教室については、関係競技

団体に委託し、生涯スポーツ補助事業化を図る。
検討 順次

実施
⇒ ⇒ ⇒

７
各種スポーツ大会
の委託補助事業化

市教委主催の各種スポーツ大会で受託団体がある

大会については、委託し、補助事業化を図る。
検討

順次
実施

⇒ ⇒ ⇒

８
各種団体等の事務

局の移管

関係課で所掌している各種団体等の事務局事務を

移管する。 検討 順次
実施

ゆ ⇒ ⇒

側開がれた市政と市民こ親しまれる市役所づ《､固

１
市民の市政への参

加の促進

審議会・委員会等の活用を通じて、市民の市政へ

の参加を積極的に促進する。
継続
実施

⇒ =;〉 ⇒ ⇒

第４次総合計画の策定にあたり、市民の市政への

参加を促進するため、市民まちづくり会議の委員

について、市民公募方式を採用する。
実施 ⇒ 弓〉

女性センター検討委員会を設置するにあたり、市
民の市政への参加を促進するため、委員の選出に

ついて市民公募方式を採用する。
実施

２
情報公開制度の推

進

市民との情報の共有化による市民の市政への参加

促進と開かれた市政の実現のため、情報公開制度

の推進を図る。

実施 ⇒ 吋〉 ⇒ ⇒

３
個人情報保護制度

の導入

行政の効率化、質的向上のための行政情報の相互
利用など情報処理における個人データに係る保護

対策を講じ、自己情報の開示・訂正等を含めた自

己管理のための個人情報保護制度を導入する。

条例
制定

実施 弓〉 ⇒ ⇒

４
行政手続の適正な
執行

行政運営の透明性と公平性を確保し、市民の権利

と利益の保護を目的とした行政手続制度の適正な

執行を図る。
継続
実施

⇒ 吟 ⇒ ⇒

５
外部監査制度の導

入検討

行政の透明性を確保し、市民の行政に対するチェ

ック機能を高めるため、外部監査制度の導入につ

いて検討を行う。
検討 検討

６
適正な入札・契約

制度の推進

入札・契約制度における透明性、客観性、競争性

等を高め、不正防止のためのシステムづくりを一．

層推進する。

継続
実施

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

７
　「市民の声」投書

箱の設置

市民の市政への参加を促進し、市民要望に基づく

行政運営を図るため、市民の意見を聞く機会の拡

充として「市民の声」投書箱を設置する。
実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

８
市民ホールコンサ
ーﾄの開催

市役所市民ホールで市民の音楽活動などによるコ

ンサートを開催して、市民に親しまれる市役所づ

くりを推進する。

実施 ⇒ 弓〉 ⇒ ⇒

(5環境了省資源施策の 佳進ど資源の有効活胚

１ 低公害車の導入
環境対策として、有害排出ガスを抑制し、省エネ

効果の高い低公害車を公用車に導入する。 実施 ⇒ 吟 ⇒ ⇒

２
リサイクル事業の

拡大

「容器包装リサイクル法」に基づく分別収集品目

を追加拡大し、リサイクル事業を推進する。
検討 検討 実施 吟 ⇒

３
緑のリサイクル事

業の導入検討

剪定枝木、伐採木、雑草等の植物性廃材のリサイ

クル化を図り，緑化事業の資材（堆肥化）として

活用を検討する。

検討 検討

４
汚泥の有効活用の

検討

下水道終末処理場などで発生する汚泥のコンポス

ト事業化（緑化肥料としての実用化）を検討する。
検討 検討

５
両面コピー印刷の

活用

庁内でのコピー印刷については、可能な限り両面

コピーを行うよう、その促進と徹底を図る。
継続
実施

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

６ 古紙10)％再生紙
への切り換え

　「市政だより」や庁内印刷用紙などについて古紙

100％再生紙使用への切り換えを行う。
実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

２。時代に即応した組織・機構の
　　見直し見直し 実施計画年度

Na 実施項　目 取　り　組み　内　容　・　説明 10 11 12 13 14

１
組織・機構の見直

し

多様な市民ニーズや新たな行政課題に対応し、効

率的・弾力的な行政運営と積極的な施策展開を図

るためスクラップアンドビルドを基本に組織の統

合や再編など定期的な組織・機構の見直しを行う。

実施 弓〉 ■=;〉弓〉 ⇒

２
各種審議会・委員

会等の見直し

各種審議会・委員会等について、活動状況や存続

の必要性等の再点検を行い、可能なものについて

は、統合や廃止を行う。
検討

順次
実施

⇒ ⇒ ⇒

３
各種審議会・委員

会等委員の見直し

市民の市政への幅広い参加を促進するため、ガイ

ドラインに沿って女性委員の登用率30%以上を目
標として拡大に努めるとともに、同一人による委

員の重複や就任期間などの見直しを行う。

継続
実施

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

４
公社等外郭団体の

見直し

運営の簡素・効率化の視点から事務事業や役職員

数等の見直しを行う。また、将来的な公社等のあ

り方について検討を行う。

胆施

検討

⇒

検討

⇒ ⇒ ⇒

３。定員管理及び給与等の適正化の
　　推進推進 実施計画年度

Na 実施項　目 取　り　組み　内　容　・　説　明10 11 12 13 14
測定員管理の適正化1

１
定員管理計画の策

定

類似団体都市や定員モデルを参考にしながら事務

内容や事務量に応じた適正な職員配置を行うとと

もに定員管理計画を策定する。
策定 策定

順次
実施

⇒ 弓〉

２ 採用計画の策定
団塊の世代の退職を控え、新再任用制度を考慮し

ながら長期的視野に立った採用計画等を策定する。
検討 検討 策定 策定 脱用

附施

３
保育所保母等職員
の配置見直し

入所児童数に応じた職員配置への見直しを行うた

め、職員配置計画を策定する。
検討 策定 実施 ⇒ 弓〉

４
幼稚園職員の配置
見直し

嘱託講師及び嘱託職員の配置による幼稚園職員の
配1見直しを行う。 実施

５
職員の応援体制に

よる効率的な事務

執行

各種イベントや一時的な幅il事務などについては

部内もしくは全庁的な職員応援体制による効率的

な事務執行を行い、柔軟な組織対応を図る。
継続
実施

⇒ ⇒ ⇒ ４

塵給与等ゐ適正化

1 給与等の適正管理
国・府及び近隣他都市等との均衡に留意しながら
給与等の適正管理を図る。 継続

実施
⇒ 弓〉 ⇒ ^

２
時間外勤務の縮減

と適正な執行管理
ノー残業デーの遵守等により時間外勤務の縮減を
図るとともに適正な執行管理を行うo 継続

実施
⇒ ⇒ ⇒ ぐ

３
振替・代休制度の

振替率の向上

振替日の事前指定などを徹底し、振替率の一層の

向上を図る。 継続
実施

=;〉 ⇒ ⇒ ⇒

４
時差勤務・フレッ
クスタイム制度の

導入検討

業務の多様化や勤務形態の変更による市民への影

響等を考慮しながら時差勤務･フレックスタイム

制度の導入について検討を行う。
検討 検討

4.効果的な行政運営と職員の

育旨力開発l等の推m 実施計画年度

Na 実施項　目 取　り　組　み　内　容　・　説　明10 11 12 13 14

１
勤務評定制度の導
入

職員の士気と資質を一層高めるための勤務評定制
度の導入を図る。 検討 検討 試行 実施 ４

２
目標による管理制

度の導入

事務事業の目標設定や推進管理、効果測定などを

通じて効果的・効率的な事務執行を行うため、管

理職員を対象として目標による管理制度の導入を

図る。

検討 検討 試行 実施 ⇒

３
採用職種区分の見

直し

人事配置上での弾力性を高めるため、細分化され

ている採用職種区分の見直しを行う。 検討 検討 実施 ⇒ ■や

４
職員提案制度の改

善検討･

制度本来の目的と効果が発揮できるよう、提案制

度の充実･改善について見直しを行う。 検討 検討

５

女性職員の幅広い

職域への配置と管
理・監督職員への

登用

女性職員の幅広い職域への配置に努めるとともに

職務能力に応じて管理・監督職員への登用を図る。 継続
実施

⇒ ⇒ ⇒ ⊂;〉

６
自主研究グループ
への活動支援制度

の導入検討

職員の意欲を高め、業務能力の向上を目的とした

自主研究グループの活動に対する支援制度の導入

について検討を行う。
検討 検討

７
政策形成能力等を

養成するための職
員研修制度の充実

地方分権の推進に伴い、必要とされる職員の政策
形成能力や総合調整能力などを養成するための研

修制度の充実を図る。
継続
実施

⇒ ⇒ ⇒ 弓〉

８
専門知識･専門技

術を習得する職員

養成

業務の高度化、専門化に対応するため、研修等を

通じて専門知識や専門技術を習得する職員養成を

行う。
継続
実施

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

９ 人事交流の促進
他団体の優れた行政運営を学び、幅広い見識や能

力を養うため職員の人事交流を促進する。 継続
実施

⇒ ⇒ ⇒ 弓〉

10
接遇及び伝達体制

の充実

市民サービスの向上のため、職員の接遇研修を充

実するとともに、職場での事務伝達体制の充実を

図る。
継続
実施

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

5.行政の情報化の推進等による

行政サービスの向上 実施計画年度

Na 実施項　目 取　り　組　み　内　容　・　説　明10 11 12 13 14

１ 地域情報化の推進
地域情報化基本計画を策定し、高度情報通信技術

の進展に対応した情報サービスの提供を推進する。 策定 順次
実施

⇒ ⇒ 弓〉

２
諸証明の新たな交
付方法の検討と自

動交付機の設置

市民サービスの向上のため、諸証明の新たな交付

方法の研究・検討を行い、住民票の写しや印鑑登

録証明書などの発行について、休日や夜間でも利

用できる自動交付機を設置する。

検討 検討

設置

３
各種システムの計

画的開発導入

第２次ＯＡ化基本計画に基づいて、各種システム

の開発導入を図る。（10年度開発予定＝会議録検

索システム、文書管理システム、介護保険システ

ム（10～11年度））

継続
実施

弓〉 ⇒ c=;〉弓〉

４
ＯＡ機器の導入拡

大

事務処理の一層の迅速化・効率化を図るため、パ

ソコン等のＯＡ機器の計画的な導入拡大を図る。継続
実施

⊂=C〉 弓〉 ⇒ 弓〉

６。会館等公共施設の設置及び
　　管理運営管理運営 実施計画　年度

Na 実施項　目 取　り　組　み　内容　・　説明 10 11 12 13 14

１
施設管理運営の委

託化の推進

既存施設を含め公共施設の管理運営については、
市民サービスや効率性を考慮しながら適切な団体

や地元住民組織等への委託化を推進する。
継続
実施

⇒ ⇒ ⇒ 呼

２
会館等施設の利用

申し込み等の見直
し

利用者のサービスと利便性の向上を図るため、会

館等公共施設における使用申請の申し込み期日な
どの見直しを行う。

順次
実施

⇒ ⇒ ⇒ 弓〉

３
施設利用予約シス

テムの導入検討

公共施設相互において施設利用の予約ができるシ

ステムの導入につい七検討を行う。
検討 検討

了. Ij攻攻革大糸岡の進^T管弓里I . -[^り.以よ^一八叫叫Jl/ノ･一匹l J ’昌･ふ^E.
実施計画年度

Noi 実施項　目 取　り　組み　内　容　・　説明 10 11 12 13 14

１
(仮)行革進行管理

委員会の設置

行政改革大綱の適切な進行管理を行うため、市民

等のメンバーで構成する(仮)行革進行管理委員会
を設置し、定期的な進捗状況の報告を行うととも

に意見の聴取や助言を求める。

実施 ⇒ ⇒ 弓〉 ぐ

２
行政改革進行状況

の公表

行政改革の進捗状況を市政だより等を通じて市民

に公表し、市民の自治意識の高揚と市政への参加

を促進する。
実施 吟 ⇒ ⇒ ⇒
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第３次行政改革大綱実施計画（１面からの続き
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市
・
府
民
税
の
お
知

ら
せ

第
１
期
・
前
納
納
期
限
は
7
月
3
1
日
（
金
）

　
平
成
十
年
度
の
「
市
民
税
・
府
民
税
納
税
通
知
書
」

は
追
加
特
別
減
税
に
伴
う
税
制
改
正
の
た
め
、
六
月

中
旬
に
納
税
者
の
皆
さ
ん
に
お
届
け
す
る
予
定
で
す
。

市
民
税
は
市
の
歳
入
の
約
半
分
を
占
め
る
大
き
な
財

源
で
す
。
こ
の
お
金
で
福
祉
・
教
育
・
道
路
整
備
・

消
防
な
ど
様
々
な
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、

市
・
府
民
税
の
仕
組
み
や
税
制
の
改
正
点
な
ど
に
つ

い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

市
・
府
民
税

の
し
く
み
は

個
人
に
課
せ
ら
れ
る
住
民
税

に
は
市
民
税
と
府
民
税
と
が
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
均
等
割
と
所
得

割
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。
と
も

に
、
原
則
と
し
て
一
月
一
日
現

在
の
住
所
地
の
市
町
村
で
課
税

さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
年
の
途

中
で
住
所
を
変
わ
っ
て
も
前
の

市
町
村
に
納
め
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。
均
等
割
は
、

一
律
に
課
税
さ
れ
、
税
額
は
市

町
村
の
人
口
規
模
に
よ
り
決
ま

り
ま
す
。
所
得
割
は
、
個
人
の

前
年
の
所
得
に
応
じ
て
課
税
さ

れ
、
税
率
は
全
国
共
通
で
す
。

　
市
・
府
民
税
の
計
算
方
法
は

表
１
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

徴
収
方
法
は

　
市
・
府
民
税
の
徴
収
方
法
に

は
「
普
通
徴
収
」
と
「
特
別
徴

収
」
と
が
あ
り
ま
す
。

　
普
通
徴
収
は
、
「
市
民
税
・

府
民
税
納
税
通
知
書
」
に
基
づ

い
て
、
年
四
回
の
納
期
ご
と
に

納
付
書
で
納
め
て
い
た
だ
く
方

〈問い合わせ〉

●･課税については

　市民税課（a内線2121）

S・納税については

　納税課（a内線2132）

法
で
す
。

　
特
別
徴
収
は
、
六
月
か
ら
翌

年
五
月
ま
で
年
十
二
回
（
た
だ

し
、
平
成
十
年
度
に
限
り
七
月

か
ら
翌
年
五
月
ま
で
の
年
十
一

回
）
に
分
け
て
給
与
か
ら
の
天

引
き
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ
く

方
法
で
す
。
納
税
者
に
は
、
給

与
支
払
者
を
通
じ
て
「
特
別
徴

収
税
額
通
知
書
」
を
お
届
け
し

ま
す
。
な
お
、
年
度
途
中
で
退

職
さ
れ
る
場
合
な
ど
で
、
給
与

か
ら
天
引
き
で
き
な
く
な
る
と

き
は
、
残
り
の
税
額
を
一
括
し

て
天
引
き
で
納
め
て
い
た
だ
く

か
、
「
普
通
徴
収
」
に
切
り
替

え
て
ご
自
分
で
納
め
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　
「
市
民
税
・
府
民
税
納
税
通

知
書
」
や
「
特
別
徴
収
税
額
通

知
書
」
は
後
日
、
私
立
幼
稚
園

の
就
園
助
成
費
の
申
請
や
育
成

学
級
の
申
請
な
ど
に
必
要
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
大

切
に
保
存
し
て
く
だ
さ
い
。

納
期
限
は

　
十
年
度
の
市
・
府
民
税
の
納

税
通
知
書
と
納
付
書
は
、
六
月

十
五
日
付
け
で
発
送
予
定
で
す
。

納
期
限
は
左
下
表
の
と
お
り
で

す
。

　
今
年
度
は
特
別
減
税
の
税
制

改
正
で
第
一
期
納
期
限
が
六
月

三
十
日
か
ら
一
か
月
延
長
さ
れ
、

七
月
三
十
一
日
と
な
っ
て
い
ま

す
。
納
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ

な
い
と
、
督
促
手
数
料
や
延
滞

金
な
ど
余
分
な
負
担
が
掛
か
り

ま
す
。
必
ず
期
限
内
に
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。
口
座
振
替
を
ご

利
用
の
場
合
、
指
定
金
融
機
関

か
ら
納
税
通
知
書
の
金
額
を
各

納
期
限
（
前
納
は
第
一
期
）
ご

と
に
引
き
落
と
し
ま
す
。

府
税
一
年
分
を
第
一

期
の
納
期
限
ま
で
に
納
め
る
と

前
納
報
奨
金
（
交
付
率
は
〇
・

一
％
）
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
前
納
は
、
通
知
書
に
同
封
の

前
納
用
納
付
書
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
た
だ
し
、
前
納
報
奨
金

が
百
円
未
満
の
場
合
は
前
納
報

奨
金
は
あ
り
ま
せ
ん
。

期　　別 納　期　限

第１期・前納 ７月31日

第　２　期 ８月31日

第　３　期 !1月２日

第　４　期 11年２月１日

平
成
1
0
年
度
住
民
税
の
主
な
改
正
点

特
別
減
税
を
実
施

　
住
民
税
所
得
割
に
つ
い
て
、

定
額
に
よ
る
特
別
減
税
が
実
施

さ
れ
ま
す
。
特
別
減
税
の
額
は
、

納
税
義
務
者
本
人
が
一
万
七
千

円
、
扶
養
家
族
一
人
に
つ
き
八

千
五
百
円
（
た
だ
し
、
所
得
割

の
額
を
超
え
な
い
額
と
す
る
）

で
す
。
減
税
の
方
法
は
、
「
特

別
徴
収
」
の
場
合
、
六
月
分
を

徴
収
せ
ず
、
特
別
減
税
後
の
年

税
額
を
七
月
か
ら
翌
年
五
月
ま

で
の
十
一
か
月
間
で
徴
収
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
「
普
通
徴

収
」
の
場
合
、
第
一
期
分
（
今

年
度
に
限
り
七
月
末
納
期
限
）

の
税
額
か
ら
特
別
減
税
額
を
控

除
し
、
控
除
し
き
れ
な
い
額
は

第
二
期
以
降
順
次
控
除
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

所得証明の申請には

印鑑をお忘れなく

　
平
成
十
年
度
の
住
民
税
課

税
証
明
書
（
平
成
九
年
分
の

所
得
の
証
明
書
）
は
六
月
か

ら
申
請
で
き
ま
す
。
申
請
に

は
、
使
用
目
的
・
提
出
先
・

必
要
と
す
る
年
度
な
ど
を
記

入
し
て
い
た
だ
く
ほ
か
、
本

人
の
印
鑑
が
必
要
で
す
。
代

理
人
が
申
請
す
る
と
き
は
、

本
人
の
委
任
状
と
代
理
人
の

印
鑑
が
必
要
で
す
。
税
に
関

す
る
手
続
き
は
大
切
な
事
柄

で
す
。
で
き
る
だ
け
本
人
が

手
続
き
し
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、
給
与
支
払
報
告
書

が
提
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

り
、
昨
年
一
年
間
に
所
得
が

無
く
申
告
し
て
い
な
い
場
合

な
ど
は
、
申
告
を
し
て
い
た

だ
い
た
う
え
で
証
明
を
発
行

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

―

非
課
税
限
度
額

を
引
き
上
げ

　
所
得
が
三
十
五
万
円
（
昨
年

ま
で
は
三
十
四
万
円
）
ま
で
は

均
等
割
と
所
得
割
と
が
非
課
税

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
改
正
で
、

パ
ー
ト
収
入
な
ど
の
場
合
、
年

収
百
万
円
（
昨
年
ま
で
は
九
十

九
万
円
）
以
下
の
と
き
は
住
民

税
が
か
か
り
ま
せ
ん
。
な
お
、

所
得
税
に
つ
い
て
は
、
従
来
と

同
様
、
年
収
百
三
万
円
以
下
の

と
き
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
税
金
は
ど
の
よ
う
に
課
税
さ

れ
て
い
る
の
か
、
具
体
的
な
例

を
あ
げ
て
計
算
方
法
を
紹
介
し

ま
す
。
「
市
民
税
・
府
民
税
納

税
通
知
書
」
や
「
特
別
徴
収
税

額
通
知
書
」
を
参
考
に
計
算
し

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

　
所
得
割
は
、
総
収
入
か
ら
必

単位：円表１　市・府民税の計算表２　所得控除（控除額は所得税と異なる場合かあります）
〈設例〉　　夫婦子供二人の給与所得者（妻子は所得なし）

　　平成９年中　　　収入　　　　　　5,000,000

，の収支　　　　　給与所得控除毫　　1,540,000

　　　　　　　　　　　（※必要経費。収入などにより異なります）

　　　　　　　　　　　健康保険料　　　　355,000

　　　　　　　　　　　生命保険料支払い額　80,000

要
経
費
（
給
与
所
得
者
は
給
与

所
得
控
除
）
や
社
会
保
険
料
控

除
、
扶
養
控
除
な
ど
を
引
き
去

っ
た
課
税
総
所
得
に
応
じ
て
、

税
率
と
速
算
控
除
を
決
定
し
、

計
算
し
て
税
額
が
決
ま
り
ま
す
。

　
均
等
割
は
、
所
得
に
か
か
わ

ら
ず
一
律
の
額
で
す
。

均等割表３

市民税 2,500円

府民税 1,000円

5,000,000-1,540,000 ＝3,460,000

社会保険料控除………355,000

生命保険料控除………　35,000

配偶者控除……………330,000

配偶者特別控除………330,000

扶養控除（子供二人）- 660,000

基礎控除………………330,000

｢mm I

所得(収入一必要経費)

所得控除

　　(表２参照)

　　　　　所得控除合計額　　　2,040,000

課税総所得（回^f^昌^x）3,460,000-2,040,000＝1,420,000

算出市民税額（課税総所得×税率一速算控除）

　　　　　-　　　　　　1,420,000×0.03- 0= 42,600－①

算出府民税額（課税総所得×税率一速算控除）

　　　　　-　　　　　　1,420,000×0.02- O＝　28,400－②

　　　　一波線部の出し方は表４参照

　〈特別減税〉

17,000円十扶養人数×8,500円

　特別減税額= (17,000＋3×8,500)=42,500

　市民税特別減税額=(特別減税額一府民税特別減税額④)＝25,500－③

表４　所得割の税率と速算控除額

府民税特別減税額＝特別減税額‰伝S+IitiKS

　　　　　　　市民税所得割額（①-③）=17,100円

　　　　　　　府民税所得割額（②-④）=11,400円

区　分 課税総所得 税率 速算控除額

市民税

200万円以下

700万円以下

700万円を超える

　3％

　8％

12％

　　　　O円

100,000円

380,000円

府民税
700万円以下

700万円を超える

2%

3％

　　　o円

70,000円

2,500

1,000

市民税均等割

府民税均等割

　　　　所得割　均等割

｢i｣百罰](表3参照)

千両瞬]

17,100 ＋2,500 ＝19,600

11,400十1,000＝12,400

市民税(100円未満切り捨て）

府民税（　　　/ﾀﾞ　　　）

32,000

種　　類 控　　　　除　　　額

①雑　損　控　除
（実質損失順一総所得金額等の合計額×10%）と（災害関連支出－5万円）

のうちいずれか多い方の金額

②医療費控除
（支払った医療費の額一保険などで補てんされた額）－（10万円と総所得金

額等の合計額の5％のいずれか少ない方の金額）　　　　限度II200万円

③社会保険料控除等 支払金額

④生命保険料控除

　　　支払金額　　　　　　　　　控除額

(1)15,000円以下　　　　　　　　　全額

(2)15,00円~4o,ooo円以下　　　　　支払金額×1/2十7,500円

(3140,00円～70,000円以下　　　　　支払金額×1/4十17,500円

(4)70,00円～　　　　　　　　　　　　　　　　35,000円

1支ぬ郭に､一敏のものと臥牡m駄mあ祠誠それぞれmmを上の式てほし､仙します.限度額7万円

⑤損害保険
　料控除

短期

契約

　　　支払金額　　　　　　　　　控除額
(111,000円以下　　　　　　　　　全額
{･2)1,001円～3,000円以下　　　　　支払金額×1/2十　500円
(3)3,001円～　　　　　　　　　　　　　　　　　2,O0O円

長期

契約

　　　支払金額　　　　　　　　　控除額
(115,000円以下　　　　　　　　　全額
(2)5,001円～15,000円以下　　　　　支払金額×1/2十2,500円
I3115,OO旧~　　　　　　　　　　　　　　　10,000円
*短期・長期の両方がある場合は、それぞれの控除額を合計します。限度額１万円

⑥寄附金控除
都道府県､市町村､特別区又は住所地の共同募金会若しくは日本赤十字社の支部

に対する寄附金の合計li(総所得金額等の合計額×25%を上限)-10万円

⑦障害者控除
障害者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族１人につき　26万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特別障害者については28万円

⑧老年者控除
老年者(昭訓年1月１日収の生まれの人)でmm頷の合囲が1屑万円以下の人　48万円

⑨寡i (寡夫）控除
納税義務者か寡婦(寡夫）である場合には　　　　　　　　　　26万円

納税義務者か特定の寡iである場合には　　　　　　　　　　30万円

⑩lll労学生控除
納税義務者か勤労学生である場合には　　　　　　　　　　　26万円

む配偶者控除

(11一般の控除対象配偶者　　　　　　　　　　　　　　　　33万円

(2170歳以上(昭和3年1月１日以前の生まれ)の老人控除対象配偶者　　33万円

　＊(m)のうち同居特別障害者は、それぞれに次の金鎖を加算　　21万円

む配偶者特別控除配偶者の所得金額によって控除額か異なります　　　　　　最高33万円

忿扶　養　控　除

川一般の扶養親族１人につき　　　　　　　　　　　　　　　33万円

(2)16歳~22歳の特定扶m親族は１人につき　　　　　　　　　　41万円

(3)70歳J-:i上の老人扶mi族は１人につき　　　　　　　　　　38万円

mQ歳以上の同居老親は１人につき　　　　　　　　　　　　45万円

*I1)(2×3×4)のうち同居特別障害者は、それぞれに次の金額を加算　21万円

剪基　礎　控　除 33万円

911

前
納
報
奨
金

と
は

市
・
府
民
税
の
計
算
方
法
は
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宇
治
市
平
和
都
市
推
進
協
議

会
で
は
小
・
中
学
生
広
島
訪
問

団
員
を
募
集
し
ま
す
。
こ
れ
は

「
平
和
こ
そ
が
次
代
へ
の
最
高

の
遺
産
で
あ
る
」
と
の
願
い
か

ら
、
被
爆
の
地
・
広
島
で
核
兵

器
の
恐
ろ
し
さ
や
戦
争
の
悲
惨

さ
を
知
り
、
人
の
命
の
尊
さ
や

平
和
の
大
切
さ
を
学
ん
で
も
ら

お
う
と
い
う
も
の
で
す
。

　
▽
と
き
…
７
月
3
0
日
用
～
3
1

日
面
▽
内
容
…
広
島
平
和
記
念

資
料
館
・
広
島
平
和
記
念
公
園

の
見
学
や
被
爆
体
験
を
聴
講

（
往
復
と
も
バ
ス
を
利
用
）
。
事

前
説
明
会
、
感
想
文
の
提
出
あ

り
▽
対
象
・
：
市
内
在
住
の
小
学

６
年
生
と
中
学
１
年
生
（
昨
年

の
参
加
者
は
応
募
不
可
）
▽
定

健康に良い食生活の

普及に努めています

員
…
抽
選
で
4
0
人
▽
参
加
費
・
：

無
料
▽
応
募
方
法
…
直
接
来
庁

　
市
で
は
、
姉
妹
都
市
で
あ
る

カ
ナ
ダ
ー
カ
ム
ル
ー
プ
ス
市
に

中
学
生
を
派
遣
し
ま
す
。
こ
れ

は
、
親
善
交
流
を
通
し
て
国
際

性
豊
か
な
青
少
年
を
育
て
よ
う

と
い
う
も
の
で
、
今
回
で
七
回

目
。
今
年
も
次
の
と
お
り
団
員

を
募
集
し
ま
す
。

　
▽
と
き
・
：
８
月
1
8
日
㈲
～
2
5

日
出
▽
対
象
・
：
市
内
在
住
の
中

学
生
▽
定
員
…
抽
選
で
1
0
人

（
市
立
中
学
校
各
１
人
、
私
立

　
　
「
若
葉
の
会
」
は
、
「
私

た
ち
の
健
康
は
私
た
ち
の
手

で
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
健

康
に
良
い
食
生
活
を
地
域
に

広
め
る
た
め
活
動
し
て
い
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
。

　
こ
っ
そ
し
ょ
う
し
ょ
う

　
骨
粗
耘
症
の
予
防
食
や
減

塩
食
な
ど
、
バ
ラ
ン
ス
の
良

い
健
康
食
に
つ
い
て
の
講
習

会
の
実
施
や
イ
ベ
ン
ト
へ
の

参
加
、
市
の
保
健
予
防
事
業

へ
の
協
力
な
ど
を
通
し
て
、

日
頃
学
ん
で
い
る
こ
と
が
地

域
の
人
た
‘
ち
に
広
ま
る
よ
う

に
努
力
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
、
地
域
の
皆

さ
ん
の
要
望
に
こ
た
え
て
、

食
生
活
の
改
善
に
取
り
組
ん

で
い
き
ま
す
。
お
気
軽
に
地

域
の
推
進
員
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。
「
若
葉
の
会
」
　
へ
の

問
い
合
わ
せ
は
健
康
生
き
が

い
課
（
酋
内
線
2
3
3
3
）

へ
。

か
、
は
が
き
に
「
広
島
参
加
」

と
①
住
所
②
氏
名
③
性
別
④
学

校
名
・
学
年
⑤
保
護
者
名
⑥
電

話
番
号
（
連
絡
先
）
ふ
書
き
、

６
月
1
2
日
面
（
当
日
消
印
有
別
）

ま
で
に
企
画
管
理
部
総
務
課

（
容
内
線
2
0
5
3
）
　
へ
。

等
中
学
校
１
人
）
▽
参
加
負
担

金
…
約
1
0
万
円
（
渡
航
手
続
き

費
用
を
除
く
）
▽
応
募
方
法
・
：

６
月
２
日
㈲
～
1
5
日
側
に
所
定

の
申
込
書
と
作
文
（
テ
ー
マ
は

「
宇
治
市
中
学
生
カ
ム
ル
ー
プ

ス
市
派
遣
事
業
へ
の
参
加
応
募

に
つ
い
て
」
。
４
０
０
字
詰
原

稿
用
紙
３
枚
）
を
秘
書
課
へ
。

応
募
用
紙
は
同
課
と
市
内
中
学

校
に
あ
り
ま
す
▽
問
い
合
わ
せ

・
：
秘
書
課
（
萱
内
線
2
0
5
7
）

生涯学習市民大学

｢人間とは何か」偉大な人生にその答

えをさぐる

　
六
月
か
ら
毎
月
第
四
土
曜

の
午
後
に
、
生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー
で
七
回
シ
リ
ー
ズ
の
講

座
「
生
涯
学
習
市
民
大
学
」

「
若
葉
の
会
」
は
こ
ん
な
活
動
を
し
て
い
ま
す

麟Ｄ
減塩梅干し

母と子　育友会

男性　　婦人会

/
麟診
ご二八

い価腸
いきいき健康教室

生活習慣改善指導事業

離乳食教室

母親教室(m理編)

骨粗瓢症予防教室

男性ﾍﾙｼｰｸｯｷﾝｸﾞ教室

　　　　　　　　　など

宇治市消費生活展

UJIあさぎリフェスティバル

公民館まつり

歯のひろば

皿二
はつらつ70歳

　　゛早春のつどい″

が
始
ま
り
ま
す
。
あ
な
た
の

生
涯
学
習
の
き
っ
か
け
に
し

て
み
ま
せ
ん
か
。

　
○
日
程
・
内
容
：
左
表
の

と
お
り
。
時
間
は
午
後
１
時

半
～
３
時
半
Ｏ
場
所
…
生
涯

学
習
セ
ン
タ
ー
○
対
象
・
定

員
・
：
市
内
在
住
・
在
勤
の
人
。

２
０
０
人
（
申
し
込
み
多
数

の
場
合
は
抽
選
）
○
受
講
料

・
：
無
料
○
申
し
込
み
…
往
復

は
が
き
に
「
市
民
大
学
受
講

希
望
」
・
住
所
・
氏
名
・
年

齢
・
性
別
・
電
話
番
号
を
記

入
し
、
同
セ
ン
タ
ー
（
〒
6

1
1
1
0
0
2
1
　
宇
治
琵

琶
4
5
1
1
4
）
へ
６
月
1
0
日
出

（
必
着
）
ま
で
に
○
問
い
合

わ
せ
…
同
セ
ン
タ
ー
（
公
2
2

－
Ｏ
＾
”
乙
ｎ
乙
Ｏ
）
ｏ

6/27

　出

千利休にその答えをさぐる

　　　滋賀県立大学教授　村井　康彦さん

7/25

　(土)

中江藤樹にその答えをさぐる

　　　　兵庫教育大学教授　古川　治さん

9/26

　(土)

柳宗悦にその答えをさぐる

　　　京都教育大学教授　吉村　文男さん

10/24

　出

西田幾多郎にその答えをさぐる

　　神戸女学院大学教授　松田　高志さん

11/28

　出

空海にその答えをさぐる

　京都文化短期大学教授　辻　ミチ子さん

1 /23

　(土)

高田屋嘉兵衛にその答えをさぐる

　　　滋賀県立大学教授　高谷　好一さん

2/27

　(土)

福沢諭吉にその答えをさぐる

　　　　滋賀県立大学教授　栗田　修さん

水道週間の催し
水道部水道総務課(a内線5002)

　
六
月
一
日
㈲
か
ら
七
日
㈲
は
水
道
週
間
。

今
年
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「
水
道
で
今
日
も
安

心
水
あ
る
く
ら
し
」
で
す
。
期
間
中
、
次
の

催
し
を
行
い
ま
す
。

　
パ
ネ
ル
展
示
と
パ
ソ
コ
ン
ク
イ
ズ

▽
と
き
・
と
こ
ろ
・
：
６
月
１
日
側
～
５
日
㈲
、

午
前
1
0
時
～
午
後
４
時
。
市
役
所
１
階
ギ
ャ

ラ
リ
ー
コ
ー
ナ
ー

○
パ
ソ
コ
ン
ク
イ
ズ
参
加
者
に
は
水
道
工
具

セ
ッ
ト
進
呈
○
ケ
レ
ッ
プ
の
無
料
配
布

　
か
け
が
え
の
な
い
地
球
を
守
る
だ
め
回
付

バ
¨
…
…
・
］
」
｀
万
一
『
環
境
』
に
つ
い
て
考
え
て
み
末
位

　
χ
・
。
ｒ
Ｉ
Ｉ
ｒ
Ｉ
Ｓ

　
・
ｔ
ｊ
／
・
ｊ
χ

　
て
　
　
　
回
環
境
企
画
課
（
Ｓ
内
線
2
2
5
5
）

◆
啓
発
パ
ネ
ル
展
示

　
▽
と
き
・
と
こ
ろ
…
６
月
１

日
側
～
５
日
㈲
、
午
前
1
0
時
～

午
後
４
時
。
市
役
所
１
階
ギ
ャ

ラ
リ
ー
コ
ー
ナ
ー

◆
府
民
地
球
環
境
講
座

　
▽
と
き
・
：
６
月
2
0
日
出
・
2
7

日
出
、
午
後
１
時
半
～
４
時
▽

と
こ
ろ
・
：
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

▽
テ
ー
マ
・
：
環
境
に
や
さ
し
い

家
庭
の
暮
ら
し
と
健
康
▽
定
員

・
：
先
着
6
0
人
▽
参
加
費
…
無
料

▽
申
し
込
み
・
：
宇
治
保
健
所

（
容
2
1
1
2
1
9
1
）
へ
。

ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
こ
と
は
気
軽
に
ご
相
談
を

　
こ
の
程
、
体
育
指
導
委
員
四

十
五
人
が
決
ま
り
ま
し
た
。
体

育
指
導
委
員
は
社
会
的
に
信
望

が
あ
り
、
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る

知
識
、
熱
意
を
持
つ
人
の
中
か

※任期は10年４月１日～12年３月31日(敬称略)簿体育指導委員学区別名

ら
教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
も

の
で
、
任
期
は
二
年
。

　
市
民
の
皆
さ
ん
の
生
活
の
中

に
ス
ポ
ー
ツ
を
定
着
さ
せ
る
た

め
、
様
々
な
場
で
活
躍
さ
れ
ま

す
。
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
の
こ
と

は
気
軽
に
、
近
く
の
体
育
指
導

委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
問
い
合
わ
せ
は
生
涯
ス
ポ
ー

ツ
課
（
内
線
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琵 小学校区 氏　名 住　　　　　所 電話 専門部会

南

宇

治

広

野

大開 田中成司 神明宮東93-2 24－1388生涯スポーツ

山本俊一 広野町尖山2-10 43－7972卓　　　球

大久保井上陽男 広野町西I6 41－7583軽スポーツ

西村　宏 広野町寺山28-12 43－3770生涯スポーツ

西大久保廣庭尚平 大久保町平盛6-177 43－3860バドミントン

坪田恒幸 伊勢田町蔭田1-110 43-1714水　　　泳

平盛 肥夏一男 大久保町平盛31-1府営団地43-301 44－4778生涯スポーツ

石坪　恵 大久保町平盛31-1府営団地43-103 44-3236生涯スポーツ

西

小

倉

南小倉田中　収 小倉町南浦81-10 22－2923生涯スポーツ

田村忠夫 小倉町山際20-19 23－1283バドミントン

西小倉村上多加子伊勢田町遊田63-82 23－0061軽スポーツ

中山小夜子伊勢田町砂田6-314 23－4753軽スポーツ

北

宇

治

棋

島

小倉 山本岩央 小倉町天王17 22－1515生涯スポーツ

清水桂子 宇治蔭山68－88 23－3675水　　　泳

森田次郎 宇治半白129-23 23－9020生涯スポーツ

北小倉水野信孝 小倉町堀池39-113 22-3028生涯スポーツ

馬渕佳津子小倉町蓮池108-12 24-0552水　　　泳

横島 角　進一 小倉町春日森55-27 20－0220卓　　　球

渾崎好二 棋島町外1-17 22－0574生涯スポーツ

森井裕恵 棋島町南落合47-136 22－1384軽スポーツ

北棋島小林幸子 横島町十六33-36 23－1714バドミントン

中西秀友 横島町清水81-3 21－4340生涯スポーツ

昌 小学校区 氏　名 住　　　　　所 電話 専門部会

木

幡

御蔵山船木君子 木幡平150-9 32－2719軽スポーツ

佐藤紀代子木幡南山9-263 32-6292バドミントン

北村伸之 木幡南山85-23 31－8103 バドミントン

木幡 西山　正 木幡東中13-2 33-0518生涯スポーツ

北波　弘 木幡御圓11-34 31-5790水　　　泳

岡屋 藤村信行 桟鵠W-10ﾕﾆ鴇ﾏﾝｼｮﾝ5-101232－5877軽スポーツ

藤渾寛治 五ヶ庄寺界道40-3 32－6868卓　　　球

東

宇

治

宇治 宮脇　勉 五ヶ庄西浦53 32－9745生涯スポーツ

竹内明子 五ヶ庄平野11-1 31－8610軽スポーツ

桜井正章 菟道東隼上り5-62 32－1729卓　　　球

南部 山西春子 五ヶ庄折坂21－75 33－2461卓　　　球

中村　彰 五ヶ庄日皆田35-8 32-7106生涯スポーツ

三室戸高橋政雄 菟道妙見2-1 23－8263生涯スポーツ

関口雅敏 菟it大垣内24-3 24－6302軽スポーツ

宇

jム
j□

菟il 中川悦子 宇治東内35-2 23－5226生涯スポーツ

〃 福井繁隆 宇治妙楽127-18 22－2389生涯スポーツ

菟二 市川紀和 宇治野神1-173 24－2049 生涯スポーツ

真名子祥子宇治野神1-114 23－1290 バドミントン

野口員理子琵琶台3丁目7-14 21－3660水　　　泳

西

宇

治

神明 辻川直行 神明宮北40-4 22－7940水　　　泳

田中恵美子天神台汀目1-55 24－3284生涯スポーツ

伊勢田奥村美恵子伊勢田町浮面47-16 44－9452バドミントン

北野三則 伊勢田町毛語107 41－6793生涯スポーツ

912

宇治市食生活改善推進協議会　若葉の会

広
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■屋内ニュースポーツひろば

　[〉とき・ところ…下表のとおり

[〉時間…いずれも午後フ時半g

時半C〉内容…ファミリーバドミン

トン、ショートテニスなど[〉参加

費…無料(上靴持参)回生涯ス

ポーツ課(a内線2622)。

6／4困 西小倉小学校体育館

6／8(月) 南小倉小学校体育館

6/11哨 伊勢田小学校体育館

6/12';&）神明小学校体育館

■屋外ニュースポーツひろば

　E〉とき・ところ…○６月７日(日)=

蒐道小学校○６月14日(日)―神明小

学校。いずれも午前10時~正午

(雨天中止)[〉種目…グラウンド

ゴルフ、ペタンク[〉参加費…無料

　囲生涯スポーツ課(s内ﾎ泉2622)。

■世代交流スポーツ教室

　みんなで楽しめるニュースポー

ツを紹介します。[〉とき…６月13

日(土)､午前９時半～正午1＞ところ…

神明小学校体育館・グラウンド[＞

参加費…無料(上靴持参)[1生

涯スポーツ課(昔内線2622)。

募集

■非常勤看護婦

　μ資格…昭和18年４月２日以降

に生まれ、看護婦の免許を持ち、

半日単位で週４回程度勤務できる

人C〉業務内容…在宅療養者に対す

る訪問指導・機能訓練など[〉募集

人数…若干名[〉応募方法…指定の

履歴書を、６月10日困までに剖宇

治市福祉サービス公社リハビリ推

進係(西小倉地域福祉センター内)

へ。郵送可。履歴書は公社にあり

ます。回同公社(登22-3207)。

■市営プールアルバイト

　黄槃公園・西宇治公園の市民プ

ールの夏季アルバイト。E〉募集人

数・賃金(時給)…○大学生・一

般＝男女各10人･850円○高校生＝

男女各10人・800円[＞勤務日時‥･

７月15日團~8月31日(月)、午前９

時半～午後５時半[＞資格…高校生

は２年生以上で学校の許可が必要。

大学生男子は水泳指導ができる人

を希望。期間中は継続して勤務で

きること　[i]6月20日出までに剖

宇治市体育協会(S32-1905)へ。

福祉

■高等学校奨学金(市民税

　非課税世帯)の申請

　μ対象…学校教育法に規定する

高等学校、高等専門学校、盲学校・

ろう学校・養護学校の高等部、学

校法人が設置したもっぱら外国人

を対象とする学校の高等学校相当

課程に就学し、10年度市民税が非

課税で次に該当する世帯の人(府

の他の奨学金を受けている人は除

く)○母子(父子)世帯＝母(父)

と20歳未満の子か、母子(父子)

　　〈花作り講習会②〉秋まで美し

く花を管理するコツを講習します。

[＞とき…６月14日(日)、午後1時半

～Q時半E〉材料費…千円E〉定員…

先着50人。

■大久保青少年センター

　圃こども手話教室・一輪車教室・

スポーツ教室は同センター(a44-

7447)へ申し込みを(ほかは直接

会場へ)。

　　〈みんなであそぼう〉E〉とき…

６月13日出、午前９時～正午E〉内

容…バドミントン・卓球C〉対象…

小学生以上[＞参加費…無料。

　　〈こども手話教室〉(〉とき…６

月13日出、午前10時~11時半）対

象…小学３年生～６年生[＞定員…

先S10人(毎月第２土曜日、年間

を通して参加できる人)i〉参加費…

無料C〉持ち物…筆記具、水筒。

　　〈一輪車教室〉[＞とき…６月21

日(日k午前10時～午後４時E〉対象…

小・中学生の初心者[〉定員…先着

30人[〉指導者…日本一輪車協会指

導員[〉参加費…無料。

　　〈スポーツ教室〉[＞とき…６月

28日(日)、午前10時～正午）対象‥･

小学生以上[〉内容…ソフトバレー

ボールE＞定員…先着25人C〉参加費

…無料。

　　〈おはなし会〉[＞とき…６月10

日出・24日出、いずれも午後３時

半～４時[＞対象…幼児と小学校低

学年。

・男性セミナー(自己発見講座)

　生き生きとした人生を送るため

の男性学からのアプローチです。

E＞とき・内容…下表のとおり。時

間はいずれも午後７時～9時C＞と

ころ…宇治公民館μ対象…市内在

住・在勤・在学の成人男性・女性

[〉定員…30人、２歳以上の保育あ

り[＞費用…無料　回6月15日(月)ま

でに電話をするか、はがきまたは

ファクスに住所、氏名、年齢、電

話番号を書き女性政策室(a内線

2091、FAX20-8778)へ。　応募多

数の場合は抽選で決定。

6/23

　㈹

男性学入門ジェンダーつて何?

　ﾒﾝｽｾﾝﾀｰ座長中村彰さん

6/30

　㈹ヽ

自分探し①

ﾒﾝｽﾞﾘﾌﾟ吋艶臥ﾌ卜野阿修aさん

7/7

　㈹

自分探し②

ﾒﾝｽﾞﾘﾌﾞ靫鯖訊水野阿修羅さん

7/14

　㈹

目で見るジェンダー

成安造形大学助教a畑祥雄さん

7/21

　㈹

自分を語ろう写真で自己発見

成安造形大学助教授畑祥雄さん

■第24回歴史講座

　[〉とき…６月14日(日)、午後２時

～4時[〉ところ…中央公民館[＞テー

マ…丹後七姫ものがたりE＞講師…

加悦町江山文庫学芸員・高橋照美

さんE〉受講料…無料　回歴史資料

館(容20-1311)。

生涯学習

■歴史講座～歴史の脇役た

　ち～

　C＞日程・内容…右上表のとおり。

いずれも午前10時～正午(ただし

９月29日･ 11月17日はフィールド

ワーク。時間・コースは後日決定)

t＞ところ…生涯学習センター[＞講

師…地方史研究家・山本真嗣さん

レ定員…50人C〉受講料…無料

困往復はがきに住所・氏名・年齢

・性別・電話番号(返信用にも宛

名記入)を書き、６月９日脚(必

着）までに同センター（〒611-00

21宇治琵琶45-15容22-0220）へ。

応募多数の場合は抽選で決定。

6/30
　㈹

坂本龍馬と維新の女たち
　　～お登勢とお竜

7/14
　㈹

頼朝をめぐる人々
　　～曽我兄弟のこと

7/21
　図

東山山荘(銀IS)の造営と上久世

庄の農民

9/1
　図

継体天皇と木椙二子塚の被葬者

9/8
　出

天保の改革のプロローグ

　　~大塩平八郎の乱を中心に

9/29
　㈹

日露戦争と二人の長州軍人と

　乃木（フィールド･ワーク）

10/27
　脚

関白頼通と後三条天皇
　　～村上源氏の立場

11/17
　㈹

光明皇后と弓削道鏡
　　(フィールド･ワーク)

12/1
　㈹

尼子氏の滅亡と山中鹿之助

1/19
　図

上杉鷹山と越後の地主たち

　　～とくに渡辺三右ヱ門のこと

■楽しく学ぶ暮らしの経済講座

　E〉日程・内容…下表のとおり。

いずれも午後７時~9時[〉ところ…

宇治公民館[〉定員…先着50人[＞受

講料…無料　囲生涯学習センター

(£S22-0220)回同公民館(a2i-2

804)へ。同内容は中央公民館(９

月)、木幡公民館(12月)、小倉公

民館(平成11年２月)でも行いま

す。申し込みは後日掲載。

6/16
　固

日本型ビッグバンとは？

片岡経営研究所所長片岡憲男さん

6/18
　Ⅲ

ビッグバンの影響

片岡経営研究所所長片岡憲男さん

6/23
　㈹

現代のカード社会

　　　　　弁護士吉田克弘さん

6/25
　床

将来のカード社会

　　　　　弁護士吉田克弘さん

お知らせ

■６月のツベルクリン反応検査

　[〉とき…下表のとおり。午後２

時～3時半[＞ところ…保健医療セ

ンターC〉対象…４歳未満の子供

囲ｲ呆健推進課(s内線262)。

ツベルクリン
反応検査

6／9吠

　　↓6/11俐

6/23火
　　↓
6/25Ⅲ判定･BCG

■地下鉄東西線延伸にかか

　る免許取得について

　５月６日困、京都市は醍醐駅か

ら六地蔵まで(約2,4km)の鉄道

事業免許を取得。これにより六地

蔵延伸事業が大きく前進しました

これにかかる都市計画変更原案

(案)と環境影響評価準備書を６月

８日(月)まで鉄軌道推進室(a内線

2415)で閲覧・縦覧できます。

官公署・その他

■神経系難病個別相談

　μとき…６月９日脚、午後１時

～３時μところ…宇治保健所C＞対

象･‥神経系難病患者や疑いのある

人かその家族[＞定員…先着６人レ

費用…無料　[116月５日(匍までに

宇治保健所(容21-2191)へ。・こうげん
■膠原病患者交流会

　[＞とき…６月10日冰]、午後１時

半~4時[＞ところ…宇治保健所[>

対象…膠原病患者や疑いのある人

かその家族卜内容…講演と交流会

に〉定員…先着20人[＞費用…無料

圃宇治保健所(a21-2191)へ。

■城南勤労者福祉会館の教室

　[116月３日困から同会館(346-

0780)へ。

　　〈夏の料理教室〉C〉とき…フ月

５日(日k午後１時～４時[＞受講料…

1500円E〉定員…24人

　　〈手描染色教室〉じ〉とき…７月

３日～17日の金曜、午前10時～正

午。３回[〉受講料…1500円(別途

材料費5〔X〕O円)[＞定員…20人

■城南地域職業訓練センター

　の講座

　[i]6月３日出から同センター

046-0688)へ。

　　くパソコンデーターベースアク

セスW95版〉[〉とき…７月６日～

27日の月・木曜午後6時半～９時。

６回[〉費用…9000円。

　　くパソコンプログラミング初級

W95版〉C＞とき…７月６日～27日

の月・木曜午後６時半～９時。６

回E〉費用…9000円。

　　〈ワープロ初級ワードW95版〉

[＞とき…７月５日~8月９日の日

曜、午前９時半～正午。６回μ費

用…9000円。

　　くパソコン表計算中級エクセル

W95版〉[＞とき…７月５日～８月

９日の日曜、午前9時半～正午。

６回[＞費用…9000円。

　　くパソコン表計算初級ロータス

W95)1S〉[＞とき…７月５日~8月

９日の日曜、午後１時～３時半。

６回U〉費用…9000円。

　　〈ワープロ中級ワードW95版〉

[＞とき…７月５日～8月９日の日

曜、午後１時～３時半。６回E〉費

用…9000円。

■第１次自衛官の募集

　次の通り実施します。

　回自衛隊京都地方連絡部(£S07

5-211-3471)か宇治募集事務所

(344-7139)。

種　目 受　付 資　　格

医･歯･薬剤

幹部候補生

6／1
　？
6／26

専門の大卒(見込)

30歳末aの者

薬剤は26歳未満の者

(薬学修士取il者は、

28歳未満)

技術海上幹部
6／1

　？７／３

大卒38歳未満の者

技

術

海

曹

大学・
短大・
高専卒
の部

6／1

　？

７／３

大学・短大・高専卒

（見込）の者

免許

の部

1無線通信士等の

　国家免許取得者

②20歳以上の者

■雇用保険に加入を

　雇用保険は、労働者が失業した

時に生活の安定を図り、再就職を

促進するために必要な給付を行い

ます。労働者を雇用する事業主は

必ず加入してください。囲ハロー

ワーク雇用保険課（320-8609）。

､七山jjと

％

　西谷　夢奈ちゃふ

　H9.5.4c／菟道車田

明るく元気に育ってね

９年６月生まれのお子さん。10日

附までに広報課(a内線2070)へ

と65歳以上の人だけで構成する世

帯○児童世帯＝父母のない20歳未

満の児童か、児童とその児童を扶

養している人とで構成する世帯○

身体障害者世帯＝父母かその一方

が障害程度等級表の3 級以上か国

民年金法施行令別表に該当する程

度の身体障害者である世帯○長期

療養者世帯＝父母かその一方が疾

病のため、６か月以上の入院かさ

たきりなどの状態にある世帯[〉支

給額…○奨学金(月額)=国公立

の高等学校等１万4000円、国公立

の高等専門学校等１万6000円、私

立全日制３万3000円、私立定時制

２万4000円、通信制9000円○入学

支度金＝国公立６万3000円、私立

全日制17万8000円、私立定時制13

万7000円、通信制４万5000円　圃

６月23日吹)までに在学証明書と印

鑑、身体障害者世帯・長期療養者

世帯の人はそれを証明するものを

持って障害者母子福祉課(a内線

2308)へ。

■市民手話教室

　手話を通じて聴覚障害者との交

流を深めます。[＞とき…６月９日

～７月21日までの火曜、午後７時

半～９時。フ回回ところ‥･総合福

祉会館[〉内容…手話実技学習、講

演、交流など[＞対象…市内在住か

在勤で18歳以上の健聴者[〉受講料…

無料[〉定員…先着50人回障害者

母子福祉課(S内線2306)。

■ほほえみ介護塾

　助宇治市福祉サービス公社では、

医学・介護技術・福祉制度・現場

実習などの実践的な講座、ホーム

ヘルパー養成研修３級課程を開講

します。修了者は公社の協力会員

として有償ホームヘルプサービス

や有償配食サービスの担い手とし

て活動いただきます。E〉とき…６

月15日(月)～25日俐(土・日除く)、

ほかに３日間の実習[＞ところ…東

宇治地域福祉センター[〉対象…全

講義出席可能で18歳以上60歳未満

の人E＞定員…先着30人[＞受講料…

１万6000円　圃指定申込書を同公

社(a28-2671)へ。

催し

■植物公園展示会・講習会

　[回同園(a45-0099)。講習会は

申し込みを。いずれも入場料が別

に必要です。

　　〈サツキ展〉サツ牛盆栽約30席

を展示。土・日曜は即売会もあり

ます。D〉とき…６月４日用～7日

(日)。

　　〈日本の小型交配蘭展〉日本の

小型野生蘭を人工交配してできた

約50品種を展示します。>とき…

６月11日困～14日(日)。

　　〈アジサイ品種見本展〉ガクア

ジサイやヤマアジサイの仲間など

約GO品種を鉢展示します。[＞とき…

６月13日出～21日(日)。
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あんな本
こんな本

｢大河の一滴｣五木寛之著／幻冬社

｢人の一生は苦しみと絶望の連続ではない

だろうか｣。真の希望と

生きる喜びは、人の情と

悲しみを思いやる心にあ

ると著者は説明します。

そしてこれこそが、今の

日本に失われつつあるも

のだとする人生論。

● ■ ■ ･ ･ ■ ■ ･ ■ ■ ｄ = ･ ●

　 　 - 、

ｉ

、 Ｃ 　 ；

実 施 　 ｜

　　「本に願いをーアメリカ1919-1994児童図

書週間ポスターに見る75年史－」レナード・

Ｓ・マーカス著／遠藤育枝訳

　　「全米児童図書週間」の公式ポスターを集

めた画集。 20世紀の児童書の代表的なイラス

トレーターがずらりそろい、アメリカのイラ

ストレーション史も学べます。ポスターを書

く時のヒントも詰まっていて、見ているだけ

でも楽しい１冊です。

　　「時代の流れからーいま、人権を読む」川

人博著／リブリオ出版　　　　　　　　　▽

　96年からの日本の世相…汚職、倒産、牛レ

日 地　区 駐車時間 駐車場所

２日吹）
志津川 14:00～14:30志津川バス駐車場

明星町 14:50～15:50汚水処理場横

４日Ⅲ
六地蔵 13:50～14:20六地蔵公会堂前

御蔵山 14:40～15:50御蔵山小学校

５日出木　幡 14:00～15:30木幡公民館前

19日面
福角 13:50～14:40五ヶ庄福角市営住宅

三室戸 15:10～16:00府営三室戸団地内

23日(火)
開 13:50～14:40日産開アパート西側

広野 15:00～16:00大久保小学校

25日出
棋　島 13:30～14:30穴熹型？― 呂

吹　前 14:50～15:50横島小学校

26日吻北棋島 14:00～15:30北槙島小学校

蔵書特別整理のため、大久保・南陵町・西大久

保・平盛地区はそよかぜ号の巡回を休止します。

　各図書館は蔵書特別整理のため、

９日脚から18日俐まで休館します。

6月

る子供たち。世の中全体が落ち着きをなくし

ている時だからこそ、人権とは何かを考える

べきではないか。　１事件につき１冊の本を紹

介し、時代の流れをつかみます。

　　「ワールドカップの歴史」田中舘哲彦作／

汐文社　（児童書）

　世界最大のスポーツイベント「サッカーの

ワールドカップ｣。南米

の小国ウルグアイが第１

回の開催を勝ち取るまで、

そして今日の隆盛までを

エピソードを交えつつ、

子供たちに向けて楽しく

語っています。

　　「月の精」シャスティ・ジェーン著／中村

圭子訳／文渓堂　（児童書）

　成績が良く、きれいで、みんなに好かれる

シンディーの家族は幸せそうに見えて実はパ

ラパラ。両親の言い合いや、自分に頼りきる

母親。シンディーは拒食という方法で悲しみ

を追い出そうとしますが…。

おはなし会

　■中　央　　　　　24日南

　■束宇治　　　　　　３日南

　■西宇治　　　　　24日南

　　　いずれも午後３時半~4時

（対　象）3才以上でひとりで話が聞ける子供

（内　容）手あそび､読み聞かせ､紙芝居など

（参加費）無料

　■中　央　　　　　20日出

　■束宇治　　　　　24日伽

　　いずれも午後３時半～４時

(対　象)子供から大人まで

(内　容)主にストーリーテリング(素話)

(参加費)無料

914

　課（S内線2309）。

■暴力にかかわる困りごと相談　８日（月）、

　午前９時ヤ午後４時、来庁順に相談。

　固宇治地方振興局S21－2101o府暴力

　追放運動推進センター（3075-451 -89

　30）では電話での相談も可。

■法律相談　毎週木曜、午後１時半2

　時半、定員は先着10人。社会福祉協議

　会a23-0857へ電話予約を。

■宇治こころの電話　毎週月曜～金曜、

　午前９時～午後５時、青少年問題の悩

　みなどお気軽に。容24-0800,,

■家庭児童相談室　毎週月曜～金曜、午

　前10時~午後４時。児童と家庭に関す

　る困りごとなど。a23-8698．
1…………………………………………………

｜　　市、社会福祉協議会では、

のほかにも各種相談事業を

しています。詳しくは10年度版
ｉ「市民力

１　い。

F…………………

レンター」をご覧くださ

●２日脚、午前10時～午後Ｏ時半、午後

　１時半～３時半＝保健医療センター。

●５日㈹、午前10時～正午＝大久保ショツ

　ピンクセンター前、午後１時半～３時

　半＝小泉電子工業所前レ

相談あんない

・青少年相談　16日(火、午後1時～４時、

　宇治公民館。囲保護司会・向井正存さ

　ん。S43-0898c

■府民無料法律相談　16日(火)、午後１時

　半～４時半、宇治地方振興局昔21-210

　1．電話予約は前日午前９時から。

・府交通事故相談　３日出・17日伽、午

　前９時～午後４時、来庁順に相談。固

　宇治地方振興局a21-2101．

■社会保険相談所　３日(水)=木幡公民館、

　17日t'K)=宇治公民館、午後１時半～４

　時。年金・健康保険など。圖国民年金
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す
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六地蔵・木幡・五ヶ庄・莵道・炭山・笠取

小倉・伊勢田・槇島・羽拍子・安田

6/19
寺界道、古川、西田、北ノ庄、大林．

芝ノ東（j R以西）
6/19

南浦(28～33、80～98、100～110)、大京団地、
蓮池

6/1・22

野添、谷前、梅林、五ヶ庄西浦(jR以西)、

新開(JR以西)、平野(j R以西)、
折坂(j R以西)、笠取、池尾

6/1・22 山際宇治・神明・広野・開・大久保
・白川・志津川

み｀．

6/2・23
寺内､久保､老ノ木(府道以北)、天王(府道以北)、
西浦、西畑、中畑、西山(府道以東)6/1・22 半白、白川、金井戸、志津川

6/2・23

福角(j R以西)､日皆田､岡本､上村､大八木島、
一里塚､戸ノ内、平町(京滋バイパス以北)、

荒棋、田中、大垣内

6/2・23 乙方、山本、東内、又振、山田、紅斎 6/3・24 老ノ木(府道以南)、天王(府道以南)、東山

6/3・24 蔭山 6/4・25 南堀池(本通り以北･以南､大和32～36)、堀池

6/9・30
戸ノ内、矢落(j R以北)、若森(J R以北)、

大久保町(近鉄以西) 6/5・26

南堀池(田中､大和､大和一部西２号通り以北)、

南遊田、遊田、砂田、毛語一部、中ノ荒、井尻、
中ノ田、浮面、名木、安田町

6/3・24

谷下り、出口、森本、中筋､大谷､東中、西中．

藪里、段ノ上、東隼上り、西隼上り、門前、
菟道河原、只川、妙見、池山、岡谷

6/10､7/1

蛇塚､石塚(心華寺通り以西)、

東裏(j R以西と府道以南)ﾐ寺山(J R以西)、

西裏、茶屋裏、丸山、一里山(府道以南)、

桐生谷(j R以西)、
大久保町(近鉄以東｢久保(jR以東)除く｣)

6/8・29 中山(近鉄以西)、毛語、南山、ウトロ
6/4・25 車田、丸山、平町(京滋バイパス以南)

6/9・30
神楽田(山中含む)、西山(府道以西)、中央台、

北山Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ団地、毛語(府道以北)
6/5・26

新開(j R以東)、平野(J R以東)、

折坂(J R以東)、福角(J R以東)、一番割、

二番割 6/10､7/1 中山(近鉄以東)、大谷、羽拍子町

6/8・29
南山(Ａ)、広岡谷、芝ノ東(JR以東)、

五ヶ庄西浦(J R以東)、三番割
6/11､7/2

弐番(府道以北)､池森､樋ノ尻､里尻(JR以北)、

小桜､石塚(心華寺通り以東)、宮北一部、

寺山(J R以東)、宮谷、尖山一部(4番地)、

中島、久保(J Riil東)

6/12､7/3

春日森､－ノ坪､島前､大町､石橋(大Jll原線以西)、

中川原(大川原線以西)、大川原、東目川、

西目川、若林
6/9・30

南山(Ｂ)、南山畑、中村(JR以東)、

南端(j R以東) 6/15 南落合(Ｏの通り～13の通り)

6/10､7/1

六地蔵(j R以東･以北の全域)、花揃、赤塚、

陣ノ内(j R以東)、正中(J R以東)、御園、

東中(JR以東、北畠、檜尾、平尾、須留、

金草原、御蔵山、畑山田、北山畑、

大瀬戸(j R以東)、炭山

6/12､7/3
東裏(JR以東の府道以北)､一里山(府道以北)、

桐生谷(JR以東)、開町
6/16

薗場(大川原線以北)、大幡、北内、門口、幡貫、

郡、石橋(大川原線以東)、吹前(市営住宅)

6/15 宮東、宮西、宮北

6/17

中川原(大川原線以東)､十一(大川原線以東・

国道以東)、十六(国道以東)、十八(国道以東)、

吹前(市営住宅除く)
6/16 小根尾、大開、尖山一部(2番地・６番地)

6/17

野神、大谷、下居一部(権現町)、琵琶､弐番

(府道以南)、矢落(JR以南)、若森(JR以南)、
米阪、天神

6/17

六地蔵(J R以西・以南の全域)、

陣ノ内(JR以西)､正中(jR以西)､木幡河原、

北島､東中(J R以西)、西中、大瀬戸(J R以

西)、内畑、熊小路、中村(JR以西)、

木幡西浦、南端(JR以西)、壇ノ東

6/18 南浦、西浦一部、神楽田一部(近鉄以西)

※収集漏れは収集口側から確認し、翌日（土・日・祝日

　を除く）に同組合へ。6/18
下居、善法、壱番、妙楽、里尻(JRiil南)、

蓮華、塔川、宇文字

おはなしたまてば

こ

そよかぜ号の巡回日

程

保険・衛生・相談
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